
 

令和 3年度 第 4回清里区地域協議会次第 

 

日 時：令和 3年 6月 24日（木） 

                         午後 3時～ 

                    場 所：清里区総合事務所第 3会議室            

 

 

 

１ 開 会（次長） 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 報 告 

・清里中学校屋外運動場照明設備の廃止について      ・・・資料１              

 

 

４ 自主的審議事項 

・「家族への安心ノート」について 

 

 

５ その他 

令和 3年度第 5回清里区地域協議会の開催(案)について 

    ・日 時：令和 3年 8月 5日（木）午後 3時～ 

・会 場：清里区総合事務所 第 3会議室 

    

 

６ 閉 会（副会長） 



 

清里中学校屋外運動場照明設備の廃止について 

 

１ 施設概要 

(1) 施設名称：清里中学校屋外運動場照明設備 

(2) 住  所：上越市清里区岡野町 1525番地 

(3) 設  備：照明塔 7基 

(4) 設 置 年：昭和 59年 8月（築 36年） 

(5) 維持管理：直営（令和 2年度維持管理費：969千円） 

(6) 使 用 料：１時間につき 2,450円 

 

２ 利用状況（平成 27年度～令和 2年度） 

区 分 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

利用件数(件) 35(2) 11(2) 14(2) 11(2) 11(2) 13（－） 

利用者数(人) 
4,321 

(3,850) 

3,940 

(3,850) 

4,054 

(3,850) 

3,590 

(3,500) 

3,552 

(3,450) 

155 

（－） 

   ※（ ）内書きは、きよさと夏祭りでの利用、令和 2年度は中止 

 

３ 収支状況 

（収入）                               単位：円 

項 目 Ｒ元 Ｒ２ 備考 

使用料 0 0 利用した団体は、減免対象 

 （支出） 

項 目 Ｒ元 Ｒ２ 備考 

電気料金 942,913 906,030 ナイター設備 

委託料 61,842 62,693 自家用電気工作物保安管理業務 

合 計 1,004,755 968,723  

 

４ 現状と課題 

 〇 近年の利用は、きよさと夏祭り実行委員会主催によるきよさと夏祭りがほとんどで

あり、ほかは清里中学校野球部が練習に数回使用しているのみとなっている。 

○ 設置から 36年が経過し、設備の老朽化が進んでおり、また、自家用電気工作物の主

要設備の更新推奨期間が経過している。 

 

 

 

令和３年６月２４日 

清里区地域協議会資料 

教育・文化グループ 

資 料 １ 



５ 廃止後の取り扱いについて 

  ○ 照明設備の廃止後は、日中のみ開放する屋外運動場として運用していく。 

  ○ 解体工事の際は、高圧受電設備設置庫は維持し学校の用具庫として活用する。 

 

６ 協議経過 

R1.12.05 清里中学校教頭、教務主任、野球部顧問に説明 

R1.12.13 清里まちづくり振興会正副会長、町内会長連絡協議会正副会長に説明

R1.12.17 地元岡野町町内会長に説明 

R2.01.10 清里中学校野球部保護者に説明 

R2.02.16  きよさと夏祭り実行委員会に説明 

R3.05.14  清里中学校教頭、野球部顧問に説明 

※各団体等から、概ね了解との回答を得ている。 

※清里中学校、野球部保護者からは、廃止後は安全面の上でも早急に撤去してほし

いとの要望があった。 

※きよさと夏祭り実行委員会からは、きよさと夏まつりでは照明器具のレンタルな

ど代替方法を検討するとのこと。 

   

７ 今後の予定 

令和 3年 6月 清里区地域協議会事前説明 

 7月 清里区町内会長連絡協議会に説明 

  9月 清里区地域協議会に諮問 

     12月 上越市議会に関係廃止条例の提案 

令和 4年 3月 廃止（3月 31日廃止） 

令和 4年度以降 解体工事 

 

現在の状況写真（令和 3年 6月 11日撮影） 

 


